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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の半導体チップが形成される半導体基板と、電極パッドを有した前記複数の半導体
チップと、前記電極パッドに設けられた内部接続端子と、前記内部接続端子と電気的に接
続された配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方法であって、
　前記内部接続端子が設けられた側の前記複数の半導体チップと前記内部接続端子とを覆
うように樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、
　前記樹脂層の上面に金属層を形成する金属層形成工程と、
　前記金属層を押圧して、前記金属層と前記内部接続端子とを接触させる接触工程と、
　前記接触工程後に、レーザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のうちの
少なくとも１つの方法により、前記内部接続端子と接触している部分の前記金属層と、前
記金属層と接触している部分の前記内部接続端子とを接合させ、前記金属層と前記内部接
続端子との接合部分に合金層を形成する接合工程と、
　前記接合工程後に、前記金属層をパターニングして前記配線パターンを形成する配線パ
ターン形成工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　複数の半導体チップが形成される半導体基板と、電極パッドを有した前記複数の半導体
チップと、前記電極パッドに設けられた内部接続端子と、前記内部接続端子と電気的に接
続された配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方法であって、
　前記内部接続端子が設けられた側の前記複数の半導体チップと前記内部接続端子とを覆
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うように樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、
　前記樹脂層の上面に金属層を形成する金属層形成工程と、
　前記金属層を押圧して、前記金属層と前記内部接続端子とを接触させる接触工程と、
　前記接触工程後に、前記金属層をパターニングして前記配線パターンを形成する配線パ
ターン形成工程と、
　前記配線パターン形成工程後に、レーザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からな
る群のうちの少なくとも１つの方法により、前記内部接続端子と接触している部分の前記
配線パターンと、前記配線パターンと接触している部分の前記内部接続端子とを接合させ
、前記配線パターンと前記内部接続端子との接合部分に合金層を形成する接合工程と、を
含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記接合工程後に、前記配線パターンの表面を粗化する粗化工程をさらに設けたことを
特徴とする請求項１または２記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記内部接続端子の材料は、Ａｕであり、前記配線パターンの材料は、Ｃｕであること
を特徴とする請求項１ないし３のうち、いずれか１項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記樹脂層は、絶縁樹脂層又は異方性導電性樹脂層であることを特徴とする請求項１な
いし４のうち、いずれか一項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　複数の半導体チップが形成される半導体基板と、電極パッドを有した前記複数の半導体
チップと、前記電極パッドに設けられた内部接続端子と、前記内部接続端子と電気的に接
続された配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方法であって、
　前記内部接続端子が設けられた側の前記複数の半導体チップと前記内部接続端子とを覆
うように樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、
　前記樹脂層上に第１の金属層と、第２の金属層とを順次積層させる金属層積層工程と、
　前記第２の金属層を押圧して、前記第１の金属層と前記内部接続端子とを接触させる接
触工程と、
　前記接触工程後に、レーザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のうちの
、少なくとも１つの方法により、前記内部接続端子と接触している部分の前記第１の金属
層と、前記第１の金属層と接触している部分の前記内部接続端子とを接合させ、前記第１
の金属層と前記内部接続端子との接合部分に合金層を形成する接合工程と、
　前記第２の金属層をエッチングして接続パッドを形成する接続パッド形成工程と、
　前記第１の金属層をエッチングして前記配線パターンを形成する配線パターン形成工程
と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　複数の半導体チップが形成される半導体基板と、電極パッドを有した前記複数の半導体
チップと、前記電極パッドに設けられた内部接続端子と、前記内部接続端子と電気的に接
続された配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方法であって、
　前記内部接続端子が設けられた側の前記複数の半導体チップと前記内部接続端子とを覆
うように樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、
　前記樹脂層上に第１の金属層と、第２の金属層と、前記第２の金属層を保護する保護層
とを順次積層させる積層工程と、
　前記保護層を押圧して、前記第１の金属層と前記内部接続端子とを接触させる接触工程
と、
　レーザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のうちの、少なくとも１つの
方法により、前記内部接続端子と接触している部分の前記第１の金属層と、前記第１の金
属層と接触している部分の前記内部接続端子とを接合させ、前記第１の金属層と前記内部
接続端子との接合部分に合金層を形成する接合工程と、
　前記接触工程後に、前記保護層を除去する保護層除去工程と、
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　前記第２の金属層をエッチングして接続パッドを形成する接続パッド形成工程と、
　前記第１の金属層をエッチングして前記配線パターンを形成する配線パターン形成工程
と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　複数の半導体チップが形成される半導体基板と、電極パッドを有した前記複数の半導体
チップと、前記電極パッドに設けられた内部接続端子と、前記内部接続端子と電気的に接
続された配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方法であって、
　前記内部接続端子が設けられた側の前記複数の半導体チップと前記内部接続端子とを覆
うように樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、
　前記樹脂層上に第１の金属層と、第２の金属層と、第３の金属層とを順次積層させる金
属層積層工程と、
　前記第３の金属層を押圧して、前記第１の金属層と前記内部接続端子とを接触させる接
触工程と、
　レーザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のうちの、少なくとも１つの
方法により、前記内部接続端子と接触している部分の前記第１の金属層と、前記第１の金
属層と接触している部分の前記内部接続端子とを接合させ、前記第１の金属層と前記内部
接続端子との接合部分に合金層を形成する接合工程と、
　前記第３の金属層をエッチングしてメタルポストを形成するメタルポスト形成工程と、
　前記第２の金属層をエッチングして接続パッドを形成する接続パッド形成工程と、
　前記第１の金属層をエッチングして前記配線パターンを形成する配線パターン形成工程
と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記接合工程後に、前記配線パターンの表面を粗化する粗化工程をさらに設けたことを
特徴とする請求項６ないし８のうち、いずれか１項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記内部接続端子の材料は、Ａｕであり、前記配線パターンの材料は、Ｃｕであること
を特徴とする請求項６ないし９のうち、いずれか１項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記樹脂層は、絶縁樹脂層又は異方性導電性樹脂層であることを特徴とする請求項６な
いし１０のうち、いずれか一項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記第１の金属層は、前記第２の金属層をエッチングするときのエッチングストッパー
であることを特徴とする請求項６ないし１１のうち、いずれか１項記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項１３】
　前記第２の金属層は、前記第３の金属層をエッチングするときのエッチングストッパー
であることを特徴とする請求項８ないし１２のうち、いずれか１項記載の半導体装置の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に係り、半導体チップが配線パターンにフリップチッ
プ接続されると共に、平面視した状態で半導体チップと略同じ大きさとされた半導体装置
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置には、平面視した状態で半導体チップと略同じ大きさとされたチップ
サイズパッケージと呼ばれる半導体装置（例えば、図１参照）がある。
【０００３】
　図１は、従来の半導体装置の断面図である。
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【０００４】
　図１を参照するに、従来の半導体装置２００は、半導体チップ２０１と、内部接続端子
２０２と、樹脂層２０３と、配線パターン２０４と、ソルダーレジスト層２０６と、外部
接続端子２０７とを有する。
【０００５】
　半導体チップ２０１は、薄板化された半導体基板２１０と、半導体集積回路２１１と、
複数の電極パッド２１２と、保護膜２１３とを有する。半導体集積回路２１１は、半導体
基板２１０の表面２１０Ａ側に設けられている。半導体集積回路２１１は、図示していな
い拡散層、絶縁層、ビア、及び配線等から構成されている。複数の電極パッド２１２は、
半導体集積回路２１１上に設けられている。複数の電極パッド２１２は、半導体集積回路
２１１に設けられた配線及びビア（図示せず）と電気的に接続されている。保護膜２１３
は、半導体集積回路２１１上に設けられている。保護膜２１３は、半導体集積回路２１１
を保護するための膜である。
【０００６】
　内部接続端子２０２は、電極パッド２１２上に設けられている。これにより、内部接続
端子２０２は、半導体集積回路２１１と電気的に接続されている。内部接続端子２０２の
面２０２Ａ（上面）は、樹脂層２０３の上面２０３Ａと略面一になるように構成されてい
る。内部接続端子２０２の面２０２Ａは、略平坦な面とされている。内部接続端子２０２
の上端は、配線パターン２０４と接触している。樹脂層２０３は、内部接続端子２０２の
側面を覆うように、内部接続端子２０２が設けられた側の半導体基板２０１の面に設けら
れている。
【０００７】
　配線パターン２０４は、内部接続端子２０２の面２０２Ａ及び樹脂層２０３の上面２０
３Ａに設けられている。これにより、配線パターン２０４は、内部接続端子２０２と電気
的に接続されている。配線パターン２０４は、外部接続端子２０７が配設される外部接続
端子配設領域２０４Ａを有する。ソルダーレジスト層２０６は、外部接続端子配設領域２
０４Ａを除いた部分の配線パターン２０４を覆うように、樹脂層２０３の上面２０３Ａに
設けられている。ソルダーレジスト層２０６は、外部接続端子配設領域２０４Ａの上面を
露出する開口部を有する。
【０００８】
　外部接続端子２０７は、外部接続端子配設領域２０４Ａに設けられている。外部接続端
子２０７は、半導体装置２００をマザーボード等の実装基板（図示せず）に実装するため
の端子である。
【０００９】
　図２～図９は、従来の半導体装置の製造工程を示す図である。図２～図９において、従
来の半導体装置２００と同一構成部分には同一符号を付す。
【００１０】
　図２～図９を参照して、従来の半導体装置の製造方法について説明する。始めに、図２
に示す工程では、薄板化される前の半導体基板２１０の表面２１０Ａ側に、半導体集積回
路２１１、複数の電極パッド２１２、及び保護膜２１３を有した半導体チップ２０１を形
成する。
【００１１】
　次いで、図３に示す工程では、複数の電極パッド２１２上に内部接続端子２０２を形成
する。この段階では、複数の内部接続端子２０２間には、高さばらつきが存在する。
【００１２】
　次いで、図４に示す工程では、内部接続端子２０２が設けられた側の電極パッド２１２
及び保護膜２１３に、内部接続端子２０２を覆う樹脂層２０３を形成する。その後、樹脂
層２０３の上面２０３Ａに金属層２１５を形成する。金属層２１５は、後述する図６に示
す工程において、パターニングされることにより、配線パターン２０４となる部材である
。
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【００１３】
　次いで、図５に示す工程では、図４に示す構造体を加熱した状態で、金属層２１５を押
圧して、金属層２１５の下面と内部接続端子２０２の上端とを接触させる。これにより、
金属層２１５と内部接続端子２０２とが電気的に接続されると共に、内部接続端子２０２
の上端に略平坦な面２０２Ａが形成される。また、内部接続端子２０２の面２０２Ａは、
樹脂層２０３の上面２０３Ａと略面一となるように形成する。
【００１４】
　このように、金属層２１５を押圧して金属層２１５と複数の内部接続端子２０２とを接
触させることにより、複数の内部接続端子２０２の高さを揃える工程や複数の内部接続端
子２０２の上端を樹脂層２０３から露出させるための研磨工程等が不要となるため、半導
体装置２００の製造コストを低減することができる。
【００１５】
　次いで、図６に示す工程では、図５に示す金属層２１５をパターニングすることで、配
線パターン２０４を形成する。次いで、図７に示す工程では、樹脂層２０３の上面２０３
Ａに、外部接続端子配設領域２０４Ａを除いた部分の配線パターン２０４を覆うようにソ
ルダーレジスト層２０６を形成する。
【００１６】
　次いで、図８に示す工程では、半導体基板２１０の裏面側から半導体基板２１０を研磨
して、半導体基板２１０を薄板化する。次いで、図９に示す工程では、外部接続端子配設
領域２０４Ａに外部接続端子２０７を形成する。これにより、半導体装置２００が製造さ
れる（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平１０－３３５５２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　図１０は、従来の半導体装置の製造方法の問題点を説明するため断面図である。図１０
において、従来の半導体装置２００と同一構成部分には同一符号を付す。
【００１８】
　しかしながら、従来の半導体装置２００の製造方法では、内部接続端子２０２の面２０
２Ａ（上面）と配線パターン２０４の下面とを接触させることで、内部接続端子２０２と
配線パターン２０４との電気的に接続していたため、例えば、樹脂層２０３が変形した場
合（具体的には、水分や熱の影響により樹脂層２０３が膨張した場合）、図１０に示すよ
うに、樹脂層２０３の上面２０３Ａと共に、配線パターン２０４が内部接続端子２０２の
上方に移動してしまう。これにより、配線パターン２０４が内部接続端子２０２から離間
して、内部接続端子２０２と配線パターン２０４と間の電気的な接続信頼性を確保するこ
とができないという問題があった。
【００１９】
　そこで本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、内部接続端子が接続され
る配線パターンと内部接続端子との間の電気的な接続信頼性を十分に確保することのでき
る半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の一観点によれば、複数の半導体チップが形成される半導体基板と、電極パッド
を有した前記複数の半導体チップと、前記電極パッドに設けられた内部接続端子と、前記
内部接続端子と電気的に接続された配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方法であ
って、前記内部接続端子が設けられた側の前記複数の半導体チップと前記内部接続端子と
を覆うように樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、前記樹脂層の上面に金属層を形成する
金属層形成工程と、前記金属層を押圧して、前記金属層と前記内部接続端子とを接触させ
る接触工程と、前記接触工程後に、レーザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からな
る群のうちの少なくとも１つの方法により、前記内部接続端子と接触している部分の前記
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金属層と、前記金属層と接触している部分の前記内部接続端子とを接合させ、前記金属層
と前記内部接続端子との接合部分に合金層を形成する接合工程と、前記接合工程後に、前
記金属層をパターニングして前記配線パターンを形成する配線パターン形成工程と、を含
むことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【００２１】
　本発明によれば、樹脂層の上面に形成された金属層（配線パターンの母材）を押圧して
、金属層と内部接続端子とを接触させた後、内部接続端子と接触している部分の金属層と
、金属層と接触している部分の内部接続端子とを接合させることにより、樹脂層が変形し
た場合（例えば、水分や熱の影響により樹脂層が膨張した場合）でも、内部接続端子と金
属層（配線パターンに対応する部分の金属層）との接合部分が離間することがなくなるた
め、内部接続端子と配線パターンとの間の電気的な接続信頼性を十分に確保することがで
きる。
【００２２】
　本発明の他の観点によれば、複数の半導体チップが形成される半導体基板と、電極パッ
ドを有した前記複数の半導体チップと、前記電極パッドに設けられた内部接続端子と、前
記内部接続端子と電気的に接続された配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方法で
あって、前記内部接続端子が設けられた側の前記複数の半導体チップと前記内部接続端子
とを覆うように樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、前記樹脂層の上面に金属層を形成す
る金属層形成工程と、前記金属層を押圧して、前記金属層と前記内部接続端子とを接触さ
せる接触工程と、前記接触工程後に、前記金属層をパターニングして前記配線パターンを
形成する配線パターン形成工程と、前記配線パターン形成工程後に、レーザ溶接法、超音
波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のうちの少なくとも１つの方法により、前記内部接
続端子と接触している部分の前記配線パターンと、前記配線パターンと接触している部分
の前記内部接続端子とを接合させ、前記配線パターンと前記内部接続端子との接合部分に
合金層を形成する接合工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供され
る。
【００２３】
　本発明によれば、樹脂層の上面に形成された金属層を押圧して、金属層と内部接続端子
とを接触させ、その後、金属層をパターニングして配線パターンを形成し、その後、内部
接続端子と接触している部分の配線パターンと、配線パターンと接触している部分の内部
接続端子とを接合させることにより、樹脂層が変形した場合（例えば、水分や熱の影響に
より樹脂層が膨張した場合）でも、内部接続端子と配線パターンとの接合部分が離間する
ことがなくなるため、内部接続端子と配線パターンと間の電気的な接続信頼性を十分に確
保することができる。
【００２４】
　本発明のその他の観点によれば、複数の半導体チップが形成される半導体基板と、電極
パッドを有した前記複数の半導体チップと、前記電極パッドに設けられた内部接続端子と
、前記内部接続端子と電気的に接続された配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方
法であって、前記内部接続端子が設けられた側の前記複数の半導体チップと前記内部接続
端子とを覆うように樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、前記樹脂層上に第１の金属層と
、第２の金属層とを順次積層させる金属層積層工程と、前記第２の金属層を押圧して、前
記第１の金属層と前記内部接続端子とを接触させる接触工程と、前記接触工程後に、レー
ザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のうちの、少なくとも１つの方法に
より、前記内部接続端子と接触している部分の前記第１の金属層と、前記第１の金属層と
接触している部分の前記内部接続端子とを接合させ、前記第１の金属層と前記内部接続端
子との接合部分に合金層を形成する接合工程と、前記第２の金属層をエッチングして接続
パッドを形成する接続パッド形成工程と、前記第１の金属層をエッチングして前記配線パ
ターンを形成する配線パターン形成工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方
法が提供される。
【００２５】
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　本発明によれば、樹脂層上に第１の金属層（配線パターンの母材）と、第２の金属層（
接続パッドの母材）とを順次積層させ、次いで、第２の金属層を押圧して、第１の金属層
と内部接続端子とを接触させた後、内部接続端子と接触している部分の第１の金属層と、
第１の金属層と接触している部分の内部接続端子とを接合させることにより、樹脂層が変
形した場合（例えば、水分や熱の影響により樹脂層が膨張した場合）でも、内部接続端子
と配線パターンとの接合部分が離間することがなくなるため、内部接続端子と配線パター
ンと間の電気的な接続信頼性を十分に確保することができる。
【００２６】
　本発明のその他の観点によれば、複数の半導体チップが形成される半導体基板と、電極
パッドを有した前記複数の半導体チップと、前記電極パッドに設けられた内部接続端子と
、前記内部接続端子と電気的に接続された配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方
法であって、前記内部接続端子が設けられた側の前記複数の半導体チップと前記内部接続
端子とを覆うように樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、前記樹脂層上に第１の金属層と
、第２の金属層と、前記第２の金属層を保護する保護層とを順次積層させる積層工程と、
前記保護層を押圧して、前記第１の金属層と前記内部接続端子とを接触させる接触工程と
、レーザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のうちの、少なくとも１つの
方法により、前記内部接続端子と接触している部分の前記第１の金属層と、前記第１の金
属層と接触している部分の前記内部接続端子とを接合させ、前記第１の金属層と前記内部
接続端子との接合部分に合金層を形成する接合工程と、前記接触工程後に、前記保護層を
除去する保護層除去工程と、前記第２の金属層をエッチングして接続パッドを形成する接
続パッド形成工程と、前記第１の金属層をエッチングして前記配線パターンを形成する配
線パターン形成工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【００２７】
　本発明によれば、樹脂層上に第１の金属層（配線パターンの母材）と、第２の金属層（
接続パッドの母材）と、第２の金属層を保護する保護層とを順次積層させ、次いで、保護
層を押圧して、第１の金属層と内部接続端子とを接触させた後、内部接続端子と接触して
いる部分の第１の金属層と、第１の金属層と接触している部分の内部接続端子とを接合さ
せることにより、樹脂層が変形した場合（例えば、水分や熱の影響により樹脂層が膨張し
た場合）でも、内部接続端子と配線パターンとの接合部分が離間することがなくなるため
、内部接続端子と配線パターンと間の電気的な接続信頼性を十分に確保することができる
。
【００２８】
　また、第２の金属層上に積層された保護層を介して、第２の金属層を押圧することによ
り、接触工程において、第２の金属層が損傷することを防止できる。
【００２９】
　本発明のその他の観点によれば、複数の半導体チップが形成される半導体基板と、電極
パッドを有した前記複数の半導体チップと、前記電極パッドに設けられた内部接続端子と
、前記内部接続端子と電気的に接続された配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方
法であって、前記内部接続端子が設けられた側の前記複数の半導体チップと前記内部接続
端子とを覆うように樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、前記樹脂層上に第１の金属層と
、第２の金属層と、第３の金属層とを順次積層させる金属層積層工程と、前記第３の金属
層を押圧して、前記第１の金属層と前記内部接続端子とを接触させる接触工程と、レーザ
溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のうちの、少なくとも１つの方法によ
り、前記内部接続端子と接触している部分の前記第１の金属層と、前記第１の金属層と接
触している部分の前記内部接続端子とを接合させ、前記第１の金属層と前記内部接続端子
との接合部分に合金層を形成する接合工程と、前記第３の金属層をエッチングしてメタル
ポストを形成するメタルポスト形成工程と、前記第２の金属層をエッチングして接続パッ
ドを形成する接続パッド形成工程と、前記第１の金属層をエッチングして前記配線パター
ンを形成する配線パターン形成工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が
提供される。
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【００３０】
　本発明によれば、樹脂層上に第１の金属層（配線パターンの母材）と、第２の金属層（
接続パッドの母材）と、第３の金属層（メタルポストの母材）とを順次積層させ、次いで
、第３の金属層を押圧して、第１の金属層と内部接続端子とを接触させた後、内部接続端
子と接触している部分の第１の金属層と、第１の金属層と接触している部分の内部接続端
子とを接合させることにより、樹脂層が変形した場合（例えば、水分や熱の影響により樹
脂層が膨張した場合）でも、内部接続端子と配線パターンとの接合部分が離間することが
なくなるため、内部接続端子と配線パターンと間の電気的な接続信頼性を十分に確保する
ことができる。
【００３１】
　また、接合工程後に、第３の金属層をエッチングしてメタルポストを形成し、その後、
第２の金属層をエッチングして接続パッドを形成することにより、接続パッド上にメタル
ポストが配置されるため、例えば、メタルポスト上にマザーボード等の実装基板と接続さ
れる外部接続端子を設けた場合、外部接続端子にかかるストレス（応力）を緩和すること
ができる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、内部接続端子が接続される配線パターンと内部接続端子との間の電気
的な接続信頼性を十分に確保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　次に、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
【００３４】
　（第１の実施の形態）
　図１１は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。
【００３５】
　図１１を参照するに、第１の実施の形態の半導体装置１０は、半導体チップ１１と、内
部接続端子１２と、樹脂層１３と、配線パターン１４，１５と、ソルダーレジスト層１６
と、外部接続端子１７とを有する。
【００３６】
　半導体チップ１１は、半導体基板２１と、半導体集積回路２２と、電極パッド２３と、
保護膜２４とを有する。半導体基板２１は、半導体集積回路２２を形成するための基板で
ある。半導体基板２１は、薄板化されている。半導体基板２１の厚さは、例えば、２００
μｍ～３００μｍとすることができる。半導体基板２１としては、例えば、薄板化された
シリコンウエハが個片化されたものを用いることができる。
【００３７】
　半導体集積回路２２は、半導体基板２１の表面２１Ａ側に形成されている。半導体集積
回路２２は、半導体基板２１に形成された拡散層（図示せず）、半導体基板２１の表面２
１Ａに積層された複数の絶縁層（図示せず）、及び積層された複数の絶縁層に設けられた
ビア（図示せず）及び配線（図示せず）等から構成されている。
【００３８】
　電極パッド２３は、半導体集積回路２２上に複数設けられている。電極パッド２３は、
半導体集積回路２２に設けられた配線（図示せず）及びビア（図示せず）と電気的に接続
されている。電極パッド２３の材料としては、例えば、Ａｌを用いることができる。
【００３９】
　保護膜２４は、半導体集積回路２２の面２２Ａ（半導体基板２１と接触する面とは反対
側に位置する半導体集積回路２２の面）に設けられている。保護膜２４は、半導体集積回
路２２を保護するための膜である。保護膜２４としては、例えば、絶縁膜を用いることが
できる。保護膜２４となる絶縁膜としては、例えば、ＳｉＮ膜やＰＳＧ膜等を用いること
ができる。
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【００４０】
　内部接続端子１２は、電極パッド２３上に設けられており、半導体集積回路２２と電気
的に接続されている。内部接続端子１２は、半導体集積回路２２と配線パターン１４とを
電気的に接続するための端子である。内部接続端子１２の上端１２Ａは、合金層２５を介
して、配線パターン１４と電気的に接続されている。
【００４１】
　合金層２５は、内部接続端子１２と配線パターン１４とを接触させた後、レーザ溶接法
、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のうちの少なくとも１つの方法により、内部
接続端子１２の上端１２Ａと配線パターン１４の下部とを接合させた際に形成される層で
ある。合金層２５は、内部接続端子１２を構成する金属材料と、配線パターン１４を構成
する金属材料との合金である。合金層２５としては、例えば、結合力の強いＣｕ－Ａｕ合
金層を用いることができる。合金層２５としてＣｕ－Ａｕ合金層を用いた場合、合金層２
５の厚さは、例えば、０．５μｍ～１．０μｍとすることができる。
【００４２】
　このように、内部接続端子１２を構成する金属材料と、配線パターン１４を構成する金
属材料とで構成された合金層２５を介して、内部接続端子１２と配線パターン１４とを電
気的に接続することにより、樹脂層１３が変形した場合（例えば、水分や熱の影響により
樹脂層１３が膨張した場合）でも、内部接続端子１２と配線パターン１４との接合部分（
具体的には、合金層２５及び合金層２５と接触している部分の内部接続端子１２及び配線
パターン１４）が離間することがなくなるため、内部接続端子１２と配線パターン１４と
間の電気的な接続信頼性を十分に確保する（向上させる）ことができる。
【００４３】
　内部接続端子１２としては、例えば、Ａｕバンプ、Ａｕめっき膜、及び無電解めっき法
により形成されたＮｉ膜とこれを覆うＡｕ膜とから構成される金属積層膜等を用いること
ができる。Ａｕバンプは、例えば、ボンディング法やめっき法により形成することができ
る。内部接続端子１２の高さは、例えば、１０μｍ～６０μｍとすることができる。
【００４４】
　内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いる場合、配線パターン１４を構
成する金属材料としては、例えば、Ｃｕを用いるとよい。
【００４５】
　このように、内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いると共に、配線パ
ターン１４を構成する金属材料としてＣｕを用いることにより、内部接続端子１２と配線
パターン１４との間に、合金層２５として結合力の強いＣｕ－Ａｕ合金層を形成すること
ができる。
【００４６】
　樹脂層１３は、内部接続端子１２の側面を覆うように、半導体チップ１１の上面（具体
的には、電極パッド２３及び保護膜２４の上面）に設けられている。樹脂層１３としては
、例えば、絶縁樹脂層又は異方性導電性樹脂層を用いることができる。樹脂層１３として
絶縁樹脂層を用いる場合、絶縁樹脂層としては、例えば、粘着性を有したシート状の樹脂
層（例えば、ＮＣＦ（Non Conductive Film））や、ペースト状の樹脂層（例えば、ＮＣ
Ｐ（Non Conductive Paste））等を用いることができる。この場合、樹脂層１３の厚さは
、例えば、１０μｍ～６０μｍとすることができる。
【００４７】
　樹脂層１３として異方性導電性樹脂層を用いる場合、異方性導電性樹脂層としては、例
えば、粘着性を有したシート状の異方性導電樹脂層（例えば、ＡＣＦ（Anisotropic Cond
uctive Film））や、ペースト状の異方性導電樹脂層（例えば、ＡＣＰ（Anisotropic Con
ductive Paste））等を用いることができる。この場合、樹脂層１３の厚さは、例えば、
２０μｍ～１００μｍとすることができる。ＡＣＰ及びＡＣＦは、エポキシ系樹脂をベー
スとする絶縁樹脂にＮｉ／Ａｕ積層膜に被膜された小径球状の樹脂が分散されたものであ
り、鉛直方向に対しては導電性を有し、水平方向には絶縁性を有する樹脂である。
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【００４８】
　配線パターン１４は、樹脂層１３の上面１３Ａに設けられており、合金層２５を介して
、内部接続端子１２と電気的に接続されている。配線パターン１４は、外部接続端子１７
が配設される外部接続端子配設領域１４Ａを有する。配線パターン１４の材料としては、
例えば、Ｃｕを用いることができる。この場合、配線パターン１４の厚さは、例えば、１
２μｍとすることができる。
【００４９】
　配線パターン１５は、樹脂層１３の上面１３Ａに設けられている。配線パターン１５は
、外部接続端子１７が配設される外部接続端子配設領域１５Ａを有する。配線パターン１
５の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる。この場合、配線パターン１５の
厚さは、例えば、１２μｍとすることができる。
【００５０】
　ソルダーレジスト層１６は、外部接続端子配設領域１４Ａ，１５Ａを除いた部分の配線
パターン１４，１５を覆うように、樹脂層１３の上面１３Ａに設けられている。ソルダー
レジスト層１６は、外部接続端子配設領域１４Ａを露出する開口部１６Ａと、外部接続端
子配設領域１５Ａを露出する開口部１６Ｂとを有する。
【００５１】
　外部接続端子１７は、配線パターン１４，１５の外部接続端子配設領域１４Ａ，１５Ａ
に配設されている。外部接続端子１７は、マザーボード等の実装基板（図示せず）に設け
られたパッド（図示せず）と電気的に接続される端子である。外部接続端子１７としては
、例えば、はんだバンプを用いることができる。
【００５２】
　本実施の形態の半導体装置によれば、内部接続端子１２を構成する金属材料と、配線パ
ターン１４を構成する金属材料とで構成された合金層２５を介して、内部接続端子１２と
配線パターン１４とを電気的に接続することにより、樹脂層１３が変形した場合（例えば
、水分や熱の影響により樹脂層１３が膨張した場合）でも、内部接続端子１２と配線パタ
ーン１４との接合部分（具体的には、合金層２５及び合金層２５と接触している部分の内
部接続端子１２及び配線パターン１４）が離間することがなくなるため、内部接続端子１
２と配線パターン１４と間の電気的な接続信頼性を十分に確保することができる。
【００５３】
　図１２～図２３は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図で
ある。また、図２４は、複数の半導体装置が形成される半導体基板の平面図である。図１
２～図２４において、第１の実施の形態の半導体装置１０と同一構成部分には同一符号を
付す。また、図１２～図２４において、Ｃはダイサーが半導体基板３１を切断する位置（
以下、「切断位置Ｃ」とする）を示している。
【００５４】
　図１２～図２４を参照して、第１の実施の形態の半導体装置１０の製造方法について説
明する。始めに、図１２に示す工程では、複数の半導体装置形成領域Ａと、複数の半導体
装置形成領域Ａを分離するスクライブ領域Ｂとを有した半導体基板３１を準備する（図２
４参照）。半導体装置形成領域Ａは、半導体装置１０が形成される領域である。半導体基
板３１は、この段階では薄板化されておらず、半導体基板３１の厚さは、例えば、５００
μｍ～７７５μｍとすることができる。半導体基板３１は、後述する図２１に示す工程に
おいて薄板化され、その後、後述する図２３に示す工程において切断位置Ｃに沿って切断
されることにより、複数の半導体基板２１（図１１参照）となる基板である。半導体基板
３１としては、例えば、シリコンウエハを用いることができる。
【００５５】
　次いで、図１３に示す工程では、半導体装置形成領域Ａに対応する部分の半導体基板３
１の表面３１Ａ側に、周知の手法により、半導体集積回路２２、電極パッド２３、及び保
護膜２４を有した半導体チップ１１を形成する。これにより、半導体基板３１に複数の半
導体チップ１１が形成される。電極パッド２３の材料としては、例えば、Ａｌを用いるこ
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とができる。保護膜２４としては、例えば、絶縁膜を用いることができる。保護膜２４と
なる絶縁膜としては、例えば、ＳｉＮ膜やＰＳＧ膜等を用いることができる。
【００５６】
　次いで、図１４に示す工程では、複数の半導体チップ１１の電極パッド２３上にそれぞ
れ内部接続端子１２を形成する。内部接続端子１２としては、例えば、Ａｕバンプ、Ａｕ
めっき膜、及び無電解めっき法により形成されたＮｉ膜とこれを覆うＡｕ膜とから構成さ
れる金属積層膜等を用いることができる。Ａｕバンプは、例えば、ボンディング法やめっ
き法により形成することができる。内部接続端子１２の高さは、例えば、１０μｍ～６０
μｍとすることができる。なお、図１４に示す工程で形成された複数の内部接続端子１２
には、高さばらつきが存在する。
【００５７】
　次いで、図１５に示す工程では、内部接続端子１２が設けられた側の複数の半導体チッ
プ１１（複数の半導体チップ１１の上面側）と、内部接続端子１２とを覆うように樹脂層
１３を形成する（樹脂層形成工程）。樹脂層１３としては、例えば、絶縁樹脂層又は異方
性導電性樹脂層を用いることができる。樹脂層１３として絶縁樹脂層を用いる場合、絶縁
樹脂層としては、例えば、粘着性を有したシート状の樹脂層（例えば、ＮＣＦ（Non Cond
uctive Film））や、ペースト状の樹脂層（例えば、ＮＣＰ（Non Conductive Paste））
等を用いることができる。粘着性を有したシート状の絶縁樹脂を用いる場合は、図１４に
示す構造体の上面側にシート状の絶縁樹脂を貼り付けることで樹脂層１３を形成する。ま
た、樹脂層１３としてペースト状の絶縁樹脂を用いる場合は、図１４に示す構造体の上面
側に印刷法によりペースト状の絶縁樹脂を形成し、その後、プリベークして絶縁樹脂を半
硬化させることで樹脂層１３を形成する。この半硬化した絶縁樹脂層は、接着性を有する
樹脂である。樹脂層１３として絶縁樹脂層を用いる場合、樹脂層１３の厚さは、例えば、
１０μｍ～６０μｍとすることができる。
【００５８】
　樹脂層１３として異方性導電性樹脂層を用いる場合、異方性導電性樹脂層としては、例
えば、粘着性を有したシート状の異方性導電樹脂層（例えば、ＡＣＦ（Anisotropic Cond
uctive Film））や、ペースト状の異方性導電樹脂層（例えば、ＡＣＰ（Anisotropic Con
ductive Paste））等を用いることができる。ＡＣＰ及びＡＣＦは、エポキシ系樹脂をベ
ースとする絶縁樹脂にＮｉ／Ａｕ積層膜に被膜された小径球状の樹脂が分散されたもので
あり、鉛直方向に対しては導電性を有し、水平方向には絶縁性を有する樹脂である。
【００５９】
　樹脂層１３としてペースト状の異方性導電樹脂（例えば、ＡＣＰ（Anisotropic Conduc
tive Paste））を用いる場合、例えば、印刷法によりペースト状の異方性導電樹脂層を形
成後、ペースト状の異方性導電樹脂層をプリベークして半硬化させることで樹脂層１３を
形成する。また、半硬化した異方性導電樹脂層は、接着剤としての機能を有する。この場
合、樹脂層１３の厚さは、例えば、２０μｍ～２００μｍとすることができる。
【００６０】
　このように、内部接続端子１２が設けられた側の複数の半導体チップ１１及び内部接続
端子１２を覆うと共に、配線パターン１４，１５が形成される樹脂層１３として異方性導
電樹脂層を用いることにより、後述する図１７に示す工程（接触工程）において、配線パ
ターン１４，１５の母材となる金属層３３を押圧する際の圧力を小さくすることが可能と
なるため、半導体装置１０を容易に製造することができる。
【００６１】
　次いで、図１６に示す工程では、樹脂層１３の上面１３Ａに金属層３３を形成する（金
属層形成工程）。金属層３３は、後述する図１９に示す工程（配線パターン形成工程）に
おいて、エッチングされて配線パターン１４，１５となるものである。言い換えれば、金
属層３３は、配線パターン１４，１５の母材である。金属層３３は、例えば、金属箔（例
えば、Ｃｕ箔）を用意し、この金属箔を樹脂層１３の上面１３Ａに貼り付けることで形成
する。この場合、金属層３３の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。また、内
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部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いる場合、金属層３３（金属箔）の材
料としては、例えば、Ｃｕを用いるとよい。
【００６２】
　このように、内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いると共に、金属層
３３（金属箔）の材料としてＣｕを用いることにより、後述する図１８に示す工程（接合
工程）において、金属層３３（配線パターン１４，１５の母材）と内部接続端子１２との
間に、結合力の強い合金層２５（この場合、Ｃｕ－Ａｕ合金層）を形成することが可能と
なるため、Ｃｕ－Ａｕ合金層以外の他の合金層を介して、内部接続端子１２と配線パター
ン１４とを電気的に接続した場合と比較して、内部接続端子１２と配線パターン１４と間
の電気的な接続信頼性を十分に向上させることができる。
【００６３】
　次いで、図１７に示す工程では、図１６に示す構造体を加熱した状態で、金属層３３の
上面３３Ａ側から金属層３３を押圧して、金属層３３の下面３３Ｂと複数の内部接続端子
１２の上端１２Ａとを接触させると共に、金属層３３の下面３３Ｂと接触する部分の複数
の内部接続端子１２に略平坦な面とされた上面１２Ｂを形成する（接触工程）。このとき
、図１７に示す構造体を加熱することにより、樹脂層１３は硬化する。金属層３３の下面
３３Ｂと複数の内部接続端子１２とが接触した後の樹脂層１３の厚さは、例えば、１０μ
ｍ～６０μｍとすることができる。
【００６４】
　このように、樹脂層１３の上面１３Ａに配線パターン１４，１５の母材となる金属層３
３を形成し、その後、金属層３３を押圧することで、金属層３３の下面３３Ｂと複数の内
部接続端子１２の上端１２Ａとを接触させて、複数の内部接続端子１２に略平坦な面とさ
れた上面１２Ｂを形成することにより、複数の内部接続端子１２の高さを揃える工程や複
数の内部接続端子１２の上端部を樹脂層１３から露出させるための樹脂層１３を研磨する
工程等が不要となり、半導体装置１０の製造工程数を削減することが可能となるため、半
導体装置１０の製造コストを低減することができる。
【００６５】
　次いで、図１８に示す工程では、内部接続端子１２の上端１２Ａと接触している部分の
金属層３３（配線パターン１４に対応する部分の金属層３３）と、金属層３３の下面３３
Ｂと接触している部分の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接合させて、内部接続端子１
２と金属層３３との接合部分に合金層２５を形成する（接合工程）。接合工程では、例え
ば、レーザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のうちの少なくとも１つの
方法を用いることで、内部接続端子１２と金属層３３とを接合させて、内部接続端子１２
と金属層３３との接合部分に合金層２５を形成する。
【００６６】
　このように、樹脂層１３の上面１３Ａに形成された金属層３３（配線パターン１４，１
５の母材）を押圧して、金属層３３の下面３３Ｂと複数の内部接続端子１２の上端１２Ａ
とを接触させた後、内部接続端子１２と接触している部分の金属層３３（配線パターン１
４に対応する部分の金属層３３）と、金属層３３と接触している部分の内部接続端子１２
の上端１２Ａとを接合させることにより、樹脂層１３が変形した場合（例えば、水分や熱
の影響により樹脂層１３が膨張した場合）でも、内部接続端子１２と金属層３３（配線パ
ターン１４に対応する部分の金属層３３）との接合部分が離間することがなくなるため、
内部接続端子１２と配線パターン１４と間の電気的な接続信頼性を十分に確保することが
できる。
【００６７】
　また、内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いると共に、金属層３３の
材料としてＣｕを用いることにより、配線パターン１４に対応する部分の金属層３３と内
部接続端子１２との間に、結合力の強い合金層２５（この場合、Ｃｕ－Ａｕ合金層）を形
成することが可能となるため、内部接続端子１２と配線パターン１４と間の電気的な接続
信頼性をさらに向上させることができる。合金層２５としてＣｕ－Ａｕ合金層を用いた場
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合、合金層２５の厚さは、例えば、０．５μｍ～１．０μｍとすることができる。
【００６８】
　次いで、図１９に示す工程では、金属層３３をパターニングして、複数の半導体装置形
成領域Ａに配線パターン１４，１５を形成（配線パターン形成工程）し、その後、配線パ
ターン１４，１５の表面を粗化する（粗化工程）。具体的には、配線パターン形成工程で
は、例えば、金属層３３上に、配線パターン１４，１５の形状に対応するようにパターニ
ングされたレジスト膜を形成し、次いで、このレジスト膜をマスクとして、金属層３３を
エッチングすることで、配線パターン１４，１５を形成する。配線パターン１４，１５の
表面の粗化（粗化工程）は、黒化処理又は粗化エッチング処理のいずれかの方法により行
うことができる。
【００６９】
　このように、配線パターン１４，１５の表面を粗化することにより、配線パターン１４
，１５の表面（配線パターン１４，１５の上面及び側面）に形成されるソルダーレジスト
層１６と配線パターン１４，１５との密着性を向上できる。
【００７０】
　次いで、図２０に示す工程では、樹脂層１３の上面１３Ａに、外部接続端子配設領域１
４Ａ，１５Ａを除いた部分の配線パターン１４，１５を覆うように、開口部１６Ａ，１６
Ｂを有したソルダーレジスト層１６を形成する。このとき、開口部１６Ａは、外部接続端
子配設領域１４Ａを露出するように形成する。また、開口部１６Ｂは、外部接続端子配設
領域１５Ａを露出するように形成する。
【００７１】
　次いで、図２１に示す工程では、半導体基板３１の裏面３１Ｂ側から半導体基板３１を
研磨及び／又は研削して、半導体基板３１を薄板化する。半導体基板３１は、例えば、バ
ックサイドグラインダーを用いて薄板化することができる。薄板化後の半導体基板３１の
厚さは、例えば、２００μｍ～３００μｍとすることができる。
【００７２】
　次いで、図２２に示す工程では、外部接続端子配設領域１４Ａ，１５Ａに対応する部分
の配線パターン１４，１５に外部接続端子１７を形成する。これにより、薄板化された半
導体基板３１に複数の半導体装置１０が製造される。外部接続端子１７としては、例えば
、はんだバンプを用いることができる。
【００７３】
　次いで、図２３に示す工程では、図２２に示す構造体を切断位置Ｃに沿って切断する。
これにより、複数の半導体装置１０が個片化される。
【００７４】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、樹脂層１３の上面１３Ａに形成された
金属層３３（配線パターン１４，１５の母材）を押圧して、金属層３３の下面３３Ｂと複
数の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接触させた後、内部接続端子１２と接触している
部分の金属層３３（配線パターン１４に対応する部分の金属層３３）と、金属層３３と接
触している部分の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接合させることにより、樹脂層１３
が変形した場合（例えば、水分や熱の影響により樹脂層１３が膨張した場合）でも、内部
接続端子１２と金属層３３（配線パターン１４に対応する部分の金属層３３）との接合部
分が離間することがなくなるため、内部接続端子１２と配線パターン１４と間の電気的な
接続信頼性を十分に確保することができる。
【００７５】
　また、内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いると共に、金属層３３の
材料としてＣｕを用いることにより、配線パターン１４に対応する部分の金属層３３と内
部接続端子１２との間に、結合力の強い合金層２５（この場合、Ｃｕ－Ａｕ合金層）を形
成することが可能となるため、内部接続端子１２と配線パターン１４と間の電気的な接続
信頼性をさらに向上させることができる。
【００７６】
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　図２５及び図２６は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程の変形例
を示す図である。図２５及び図２６において、第１の実施の形態の半導体装置１０と同一
構成部分には同一符号を付す。
【００７７】
　図２５及び図２６を参照して、第１の実施の形態の半導体装置１０の他の製造方法につ
いて説明する。始めに、先に説明した図１２～図１７に示す工程（樹脂層形成工程、金属
層形成工程、及び接触工程を含む）と同様な処理を行って、図１７に示す構造体を形成す
る。次いで、図２５に示す工程では、内部接続端子１２の上面１２Ｂと接触した金属層３
３をパターニングして、複数の半導体装置形成領域Ａに配線パターン１４，１５を形成す
る（配線パターン形成工程）。
【００７８】
　次いで、図２６に示す工程では、内部接続端子１２の上端１２Ａと接触している部分の
配線パターン１４と、配線パターン１４の下面と接触している部分の内部接続端子１２の
上端１２Ａとを接合させて、内部接続端子１２と配線パターン１４との接合部分に合金層
２５を形成する（接合工程）。接合工程では、例えば、レーザ溶接法、超音波溶接法、及
び抵抗溶接法からなる群のうちの少なくとも１つの方法を用いることで、内部接続端子１
２と配線パターン１４とを接合させて、内部接続端子１２と配線パターン１４との接合部
分に合金層２５を形成する。内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いる場
合、配線パターン１４の材料としては、例えば、Ｃｕを用いるとよい。これにより、配線
パターン１４と内部接続端子１２との間に、結合力の強い合金層２５（この場合、Ｃｕ－
Ａｕ合金層）を形成することが可能となる。
【００７９】
　その後（接合工程後）、配線パターン１４，１５の表面の粗化を行う（粗化工程）。粗
化工程では、例えば、黒化処理又は粗化エッチング処理等の処理により、配線パターン１
４，１５の表面を粗化する。その後（粗化処理後）、先に説明した図２０～図２３に示す
工程と同様な処理を行うことで、半導体基板３１に形成された複数の半導体装置１０が個
片化される。
【００８０】
　本実施の形態の半導体装置の他の製造方法によれば、樹脂層１３の上面１３Ａに形成さ
れた金属層３３を押圧して、金属層３３の下面３３Ｂと複数の内部接続端子１２の上端１
２Ａとを接触させた後、金属層３３をパターニングして配線パターン１４，１５を形成し
、その後、内部接続端子１２と接触している部分の配線パターン１４と、配線パターン１
４と接触している部分の内部接続端子１２とを接合させることにより、樹脂層１３が変形
した場合（例えば、水分や熱の影響により樹脂層１３が膨張した場合）でも、内部接続端
子１２と配線パターン１４との接合部分が離間することがなくなるため、内部接続端子１
２と配線パターン１４と間の電気的な接続信頼性を十分に確保することができる。
【００８１】
　また、内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いると共に、金属層３３の
材料としてＣｕを用いることにより、配線パターン１４に対応する部分の金属層３３と内
部接続端子１２との間に、結合力の強い合金層２５（この場合、Ｃｕ－Ａｕ合金層）を形
成することが可能となるため、内部接続端子１２と配線パターン１４と間の電気的な接続
信頼性をさらに向上させることができる。
【００８２】
　（第２の実施の形態）
　図２７は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。図２７におい
て、第１の実施の形態の半導体装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００８３】
　図２７を参照するに、第２の実施の形態の半導体装置４０は、第１の実施の形態の半導
体装置１０の構成に、さらに接続パッド４１を設けた以外は半導体装置１０と同様に構成
される。
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【００８４】
　接続パッド４１は、配線パターン１４，１５の外部接続端子配設領域１４Ａ，１５Ａを
覆うように設けられている。接続パッド４１は、ソルダーレジスト層１６の開口部１６Ａ
，１６Ｂから露出されている。開口部１６Ａ，１６Ｂから露出された部分の接続パッド４
１には、外部接続端子１７が配設されている。接続パッド４１は、配線パターン１４と外
部接続端子１７とを電気的に接続するためのパッドである。接続パッド４１としては、例
えば、Ｓｎ層、Ｎｉ層、Ｔｉ層等を用いることができる。接続パッド４１の厚さは、例え
ば、２μｍとすることができる。
【００８５】
　図２８～図３４は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図で
ある。図２８～図３４において、第２の実施の形態の半導体装置４０と同一構成部分には
同一符号を付す。
【００８６】
　図２８～図３４を参照して、第２の実施の形態の半導体装置４０の製造方法について説
明する。始めに、第１の実施の形態で説明した図１２～図１５に示す工程（樹脂層形成工
程を含む）と同様な処理を行って、図１５に示す構造体を形成する。
【００８７】
　次いで、図２８に示す工程では、樹脂層１３の上面１３Ａに第１の金属層４４と、第２
の金属層４５とを順次積層する（金属層積層工程）。第１の金属層４４は、配線パターン
１４，１５の母材となる金属層である。第１の金属層４４は、第２の金属層４５（接続パ
ッド４１の母材）をエッチングする際のエッチング液又はエッチングガスに対してエッチ
ングされにくい金属材料により構成されている。具体的には、第２の金属層４５として、
例えば、Ｓｎ層、Ｎｉ層、Ｔｉ層等を用いた場合、第１の金属層４４としては、例えば、
Ｃｕ層やＣｕ箔等を用いることができる。
【００８８】
　このように、第２の金属層４５をエッチングする際のエッチング液又はエッチングガス
に対してエッチングされにくい金属材料により第１の金属層４４を構成することにより、
第２の金属層４５をエッチングして接続パッド４１を形成する際（図３１参照）、配線パ
ターン１４，１５の母材である第１の金属層４４がエッチングされることを防止できる。
【００８９】
　金属層積層工程では、具体的には、例えば、第１の金属層４４となるＣｕ箔上に、第２
の金属層４５となるＳｎ層が形成されたシート状の積層部材を樹脂層１３の上面１３Ａに
貼り付けることで、第１及び第２の金属層４４，４５を形成する。第１の金属層４４とし
てＣｕ箔を用いる場合、第１の金属層４４の厚さは、例えば、１０μｍとすることができ
る。また、第２の金属層４５としてＳｎ層を用いる場合、第２の金属層４５の厚さは、例
えば、２μｍとすることができる。
【００９０】
　次いで、図２９に示す工程では、図２８に示す構造体を加熱した状態で、第２の金属層
４５を押圧して、第１の金属層４４の下面４４Ａと複数の内部接続端子１２の上端１２Ａ
とを接触させると共に、第１の金属層４４の下面４４Ａと接触する部分の複数の内部接続
端子１２に略平坦な面とされた上面１２Ｂを形成する（接触工程）。このとき、図２８に
示す構造体を加熱することにより、樹脂層１３は硬化する。第１の金属層４４の下面４４
Ａと複数の内部接続端子１２とが接触した後の樹脂層１３の厚さは、例えば、１０μｍ～
６０μｍとすることができる。
【００９１】
　このように、第２の金属層４５を押圧して、配線パターン１４，１５の母材である第１
の金属層４４と複数の内部接続端子１２とを接触させることにより、複数の内部接続端子
１２の高さを揃える工程や複数の内部接続端子１２の上端を樹脂層１３から露出させるた
めの樹脂層１３を研磨する工程等が不要となり、半導体装置４０の製造工程数を削減する
ことが可能となるため、半導体装置４０の製造コストの低減を図ることができる。
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【００９２】
　次いで、図３０に示す工程では、内部接続端子１２の上端１２Ａと接触している部分の
第１の金属層４４（配線パターン１４に対応する部分の第１の金属層４４）と、第１の金
属層４４の下面４４Ａと接触している部分の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接合させ
て、内部接続端子１２と第１の金属層４４との接合部分に合金層２５を形成する（接合工
程）。
【００９３】
　接合工程では、例えば、レーザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のう
ちの少なくとも１つの方法を用いることで、内部接続端子１２と第１の金属層４４とを接
合させて、内部接続端子１２と第１の金属層４４との接合部分に合金層２５を形成する。
【００９４】
　このように、樹脂層１３の上面１３Ａに形成された第１の金属層４４（配線パターン１
４，１５の母材）を押圧して、第１の金属層４４の下面４４Ａと複数の内部接続端子１２
の上端１２Ａとを接触させた後、内部接続端子１２と接触している部分の第１の金属層４
４（配線パターン１４に対応する部分の第１の金属層４４）と、第１の金属層４４と接触
している部分の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接合させることにより、樹脂層１３が
変形した場合（例えば、水分や熱の影響により樹脂層１３が膨張した場合）でも、内部接
続端子１２と第１の金属層４４（配線パターン１４に対応する部分の第１の金属層４４）
との接合部分が離間することがなくなるため、内部接続端子１２と配線パターン１４と間
の電気的な接続信頼性を十分に確保することができる。
【００９５】
　また、内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いると共に、第１の金属層
４４の材料としてＣｕを用いてもよい。このように、内部接続端子１２を構成する金属材
料としてＡｕを用いると共に、第１の金属層４４の材料としてＣｕを用いることにより、
配線パターン１４に対応する部分の第１の金属層４４と内部接続端子１２との間に、結合
力の強い合金層２５（この場合、Ｃｕ－Ａｕ合金層）を形成することが可能となるため、
内部接続端子１２と配線パターン１４と間の電気的な接続信頼性をさらに向上させること
ができる。合金層２５としてＣｕ－Ａｕ合金層を用いた場合、合金層２５の厚さは、例え
ば、０．５μｍ～１．０μｍとすることができる。
【００９６】
　次いで、図３１に示す工程では、第２の金属層４５をエッチングによりパターニングし
て、外部接続端子配設領域１４Ａ，１５Ａに対応する部分の第１の金属層４４上に接続パ
ッド４１を形成する（接続パッド形成工程）。具体的には、第２の金属層４５上にパター
ニングされたレジスト膜を形成し、このレジスト膜をマスクとする異方性エッチングによ
り、第２の金属層４５をエッチングして接続パッド４１を形成する。
【００９７】
　次いで、図３２に示す工程では、図３１に示す構造体上にパターニングされたレジスト
膜４７を形成する。レジスト膜４７は、第１の金属膜４４をエッチングして配線パターン
１４，１５を形成するためのマスクである。
【００９８】
　次いで、図３３に示す工程では、レジスト膜４７をマスクとして、第１の金属層４４を
エッチングして、配線パターン１４，１５を形成する（配線パターン形成工程）。
【００９９】
　次いで、図３４に示す工程では、図３３に示すレジスト膜４７を除去する。その後、第
１の実施の形態で説明した図２０～図２３に示す工程と同様な処理を行うことにより、半
導体基板３１に製造された複数の半導体装置４０が個片化される。
【０１００】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、樹脂層１３の上面１３Ａに形成された
第１の金属層４４（配線パターン１４，１５の母材）を押圧して、第１の金属層４４の下
面４４Ａと複数の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接触させた後、内部接続端子１２と
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接触している部分の第１の金属層４４（配線パターン１４に対応する部分の第１の金属層
４４）と、第１の金属層４４と接触している部分の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接
合させることにより、樹脂層１３が変形した場合（例えば、水分や熱の影響により樹脂層
１３が膨張した場合）でも、内部接続端子１２と第１の金属層４４（配線パターン１４に
対応する部分の第１の金属層４４）との接合部分が離間することがなくなるため、内部接
続端子１２と配線パターン１４と間の電気的な接続信頼性重を十分に確保することができ
る。
【０１０１】
　また、内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いると共に、第１の金属層
４４の材料としてＣｕを用いることにより、配線パターン１４に対応する部分の第１の金
属層４４と内部接続端子１２との間に、結合力の強い合金層２５（この場合、Ｃｕ－Ａｕ
合金層）を形成することが可能となるため、内部接続端子１２と配線パターン１４と間の
電気的な接続信頼性をさらに向上させることができる。
【０１０２】
　なお、本実施の形態の半導体装置４０の製造方法では、接触工程後に接合工程を行う場
合を例に挙げて説明したが、接合工程は、接続パッド形成工程後に行ってもよいし、配線
パターン形成工程後に行ってもよく、これらの場合、本実施の形態の半導体装置４０の製
造方法と同様な効果を得ることができる。
【０１０３】
　図３５～図３７は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程の変形例を
示す図である。図３５～図３７において、第２の実施の形態の半導体装置４０と同一構成
部分には同一符号を付す。
【０１０４】
　図３５～図３７を参照して、第２の実施の形態の半導体装置４０の他の製造方法につい
て説明する。始めに、先に説明した図１２～図１５に示す工程（樹脂層形成工程を含む）
と同様な処理を行って、図１５に示す構造体を形成する。次いで、図３５に示す工程では
、樹脂層１３の上面１３Ａに、第１の金属層４４と、第２の金属層４５と、保護層５１と
を順次積層する（積層工程）。保護層５１は、第２の金属層４５を保護するためのもので
ある。保護層５１は、第２の金属層４５に対して接着力の弱い接着剤で貼り付けられてい
る。これにより、保護層５１は、第２の金属層４５から容易に剥がすことが可能な構成と
されている。保護層５１としては、例えば、金属箔（例えば、Ｃｕ箔）を用いることがで
きる。保護層５１としてＣｕ箔を用いた場合、保護層５１の厚さは、例えば、３５μｍ～
２００μｍとすることができる。
【０１０５】
　次いで、図３６に示す工程では、図３５に示す構造体を加熱した状態で、保護層５１を
押圧して、第１の金属層４４の下面４４Ａと複数の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接
触させると共に、第１の金属層４４の下面４４Ａと接触する部分の複数の内部接続端子１
２に略平坦な面とされた上面１２Ｂを形成する（接触工程）。このとき、図３５に示す構
造体を加熱することにより、樹脂層１３は硬化する。第１の金属層４４の下面４４Ａと複
数の内部接続端子１２とが接触した後の樹脂層１３の厚さは、例えば、１０μｍ～６０μ
ｍとすることができる。
【０１０６】
　このように、第２の金属層４５上に形成した保護層５１を押圧して、配線パターン１４
に対応する部分の第１の金属層４４と複数の内部接続端子１２とを接触させることにより
、接触工程において、第２の金属層４５が損傷することを防止できる。なお、第２の金属
層４５上に保護層５１を形成し、その後、保護層５１を押圧して、配線パターン１４に対
応する部分の第１の金属層４４と複数の内部接続端子１２とを接触させることは、第２の
金属層４５の厚さの薄い場合に特に有効である。
【０１０７】
　次いで、図３７に示す工程では、図３６に示す保護層５１を除去する（保護層除去工程
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）。その後、先に説明した図３０～図３４に示す工程（接合工程、接続パッド形成工程、
及び配線パターン形成工程を含む）と同様な処理を行い、続いて、第１の実施の形態で説
明した図２０～図２３に示す工程と同様な処理を行うことにより、半導体基板３１に製造
された複数の半導体装置４０が個片化される。
【０１０８】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法の変形例によれば、第２の金属層４５上に形成し
た保護層５１を押圧して、配線パターン１４に対応する部分の第１の金属層４４と複数の
内部接続端子１２とを接触させることにより、接触工程において、第２の金属層４５が損
傷することを防止できる。
【０１０９】
　また、本実施の形態の半導体装置の製造方法の変形例は、第２の実施の形態の半導体装
置４０の製造方法と同様な効果を得ることができる。
【０１１０】
　なお、本実施の形態の半導体装置４０の製造方法の変形例では、保護層除去工程後に接
合工程を行う場合を例に挙げて説明したが、接合工程は、接触工程と保護層除去工程との
間で行ってもよいし、接続パッド形成工程後に行ってもよいし、配線パターン形成工程後
に行ってもよい。これらの場合、本実施の形態の半導体装置４０の製造方法と同様な効果
を得ることができる。また、接触工程と保護層除去工程との間で接合工程を行った場合、
接合工程において、第２の金属層４５が損傷することを防止できる。
【０１１１】
　（第３の実施の形態）
　図３８は、本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。図３８におい
て、第２の実施の形態の半導体装置６０と同一構成部分には同一符号を付す。
【０１１２】
　図３８を参照するに、第３の実施の形態の半導体装置６０は、第２の実施の形態の半導
体装置４０に設けられたソルダーレジスト層１６の代わりに封止樹脂６２を設けると共に
、さらにメタルポスト６１を設けた以外は半導体装置４０と同様に構成される。
【０１１３】
　メタルポスト６１は、接続パッド４１上に設けられている。これにより、メタルポスト
６１は、接続パッド４１と電気的に接続されている。メタルポスト６１の側面は、封止樹
脂６２により覆われている。メタルポスト６１の上面６１Ａは、封止樹脂６２から露出さ
れている。メタルポスト６１の上面６１Ａは、封止樹脂６２の上面６２Ａと略面一とされ
ている。メタルポスト６１の上面６１Ａには、外部接続端子１７が設けられている。メタ
ルポスト６１は、外部接続端子１７と接続パッド４１とを電気的に接続している。
【０１１４】
　このように、外部接続端子１７と接続パッド４１との間にメタルポスト６１を設けるこ
とにより、外部接続端子１７がマザーボード等の実装基板（図示せず）に設けられたパッ
ド（図示せず）と接続された際、メタルポスト６１により、外部接続端子１７が受けるス
トレス（応力）を緩和することができる。メタルポスト６１の材料としては、例えば、Ｃ
ｕを用いることができる。また、メタルポスト６１の高さは、例えば、５０μｍ～２００
μｍとすることができる。
【０１１５】
　封止樹脂６２は、配線パターン１４，１５及び接続パッド４１と、メタルポスト６１の
側面とを覆うように、樹脂層１３の上面１３Ａに設けられている。封止樹脂６２としては
、例えば、トランスファーモールド法やコンプレッションモールド法等の方法により形成
されたエポキシ樹脂を用いることができる。
【０１１６】
　図３９～図５０は、本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図で
ある。図３９～図５０において、第３の実施の形態の半導体装置６０と同一構成部分には
同一符号を付す。
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【０１１７】
　図３９～図５０を参照して、第３の実施の形態の半導体装置６０の製造方法について説
明する。始めに、第１の実施の形態で説明した図１２～図１５に示す工程（樹脂層形成工
程も含む）と同様な処理を行って、図１５に示す構造体を形成する。
【０１１８】
　次いで、図３９に示す工程では、樹脂層１３の上面１３Ａに第１の金属層４４と、第２
の金属層４５と、第３の金属層６４とを順次積層する（金属層積層工程）。第１の金属層
４４は、配線パターン１４，１５の母材である。また、第１の金属層４４は、第２の金属
層４５（接続パッド４１の母材）をエッチングする際のエッチング液又はエッチングガス
に対してエッチングされにくい金属材料により構成されている。具体的には、第２の金属
層４５として、例えば、Ｓｎ層、Ｎｉ層、Ｔｉ層等を用いた場合、第１の金属層４４とし
ては、例えば、Ｃｕ層やＣｕ箔等を用いることができる。第１の金属層４４としてＣｕ箔
を用いた場合、第１の金属層４４の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。
【０１１９】
　このように、第２の金属層４５をエッチングする際のエッチング液又はエッチングガス
に対してエッチングされにくい金属材料により第１の金属層４４を構成することにより、
第２の金属層をエッチングして接続パッド４１を形成する際（図３１参照）、第１の金属
層４４がエッチングされることを防止できる。
【０１２０】
　第２の金属層４５は、接続パッド４１の母材である。また、第２の金属層４５は、第３
の金属層６４（メタルポスト６１の母材）をエッチングする際のエッチング液又はエッチ
ングガスに対してエッチングされにくい金属材料により構成されている。具体的には、第
３の金属層６４としてＣｕ箔を用いた場合、第２の金属層４５として、例えば、Ｓｎ層、
Ｎｉ層、Ｔｉ層等を用いることができる。第２の金属層４５としてＳｎ層を用いた場合、
第２の金属層４５の厚さは、例えば、２μｍとすることができる。
【０１２１】
　第３の金属層６４は、エッチングによりパターニングされてメタルポスト６１となる金
属層である。第３の金属層６４としては、例えば、Ｃｕ層やＣｕ箔等を用いることができ
る。この場合、第３の金属層６４の厚さは、例えば、５０μｍ～２００μｍとすることが
できる。
【０１２２】
　金属層積層工程では、具体的には、例えば、第１の金属層４４となるＣｕ箔上に、第２
の金属５５となるＳｎ層と、第３の金属層６４となる他のＣｕ箔とが順次積層されたシー
ト状の金属積層体を樹脂層１３の上面１３Ａに貼り付けることで、第１～第３の金属層４
４，４５，６４を形成する。
【０１２３】
　次いで、図４０に示す工程では、図３９に示す構造体を加熱した状態で、第３の金属層
６４を押圧して、第１の金属層４４の下面４４Ａと複数の内部接続端子１２の上端１２Ａ
とを接触させると共に、第１の金属層４４の下面４４Ａと接触する部分の複数の内部接続
端子１２に略平坦な面とされた上面１２Ｂを形成する（接触工程）。このとき、図３９に
示す構造体を加熱することにより、樹脂層１３は硬化する。第１の金属層４４の下面４４
Ａと複数の内部接続端子１２とが接触した後の樹脂層１３の厚さは、例えば、１０μｍ～
６０μｍとすることができる。
【０１２４】
　このように、第３の金属層６４を押圧して、配線パターン１４，１５の母材である第１
の金属層４４と複数の内部接続端子１２とを接触させることにより、複数の内部接続端子
１２の高さを揃える工程や複数の内部接続端子１２の上端を樹脂層１３から露出させるた
めの樹脂層１３を研磨する工程等が不要となり、半導体装置６０の製造工程数を削減する
ことが可能となるため、半導体装置６０の製造コストの低減を図ることができる。
【０１２５】
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　次いで、図４１に示す工程では、内部接続端子１２の上端１２Ａと接触している部分の
第１の金属層４４（配線パターン１４に対応する部分の第１の金属層４４）と、第１の金
属層４４の下面４４Ａと接触している部分の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接合させ
て、内部接続端子１２と第１の金属層４４との接合部分に合金層２５を形成する（接合工
程）。
【０１２６】
　接合工程では、例えば、レーザ溶接法、超音波溶接法、及び抵抗溶接法からなる群のう
ちの少なくとも１つの方法を用いることで、内部接続端子１２と第１の金属層４４とを接
合させて、内部接続端子１２と第１の金属層４４との接合部分に合金層２５を形成する。
【０１２７】
　このように、第３の金属層６４を押圧して、第１の金属層４４の下面４４Ａと複数の内
部接続端子１２の上端１２Ａとを接触させた後、内部接続端子１２と接触している部分の
第１の金属層４４（配線パターン１４に対応する部分の第１の金属層４４）と、第１の金
属層４４と接触している部分の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接合させることにより
、樹脂層１３が変形した場合（例えば、水分や熱の影響により樹脂層１３が膨張した場合
）でも、内部接続端子１２と第１の金属層４４（配線パターン１４に対応する部分の第１
の金属層４４）との接合部分が離間することがなくなるため、内部接続端子１２と配線パ
ターン１４と間の電気的な接続信頼性を十分に確保することができる。
【０１２８】
　また、内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いると共に、第１の金属層
４４の材料としてＣｕを用いてもよい。このように、内部接続端子１２を構成する金属材
料としてＡｕを用いると共に、第１の金属層４４の材料としてＣｕを用いることにより、
配線パターン１４に対応する部分の第１の金属層４４と内部接続端子１２との間に、結合
力の強い合金層２５（この場合、Ｃｕ－Ａｕ合金層）を形成することが可能となるため、
内部接続端子１２と配線パターン１４と間の電気的な接続信頼性をさらに向上させること
ができる。合金層２５としてＣｕ－Ａｕ合金層を用いた場合、合金層２５の厚さは、例え
ば、０．５μｍ～１．０μｍとすることができる。
【０１２９】
　次いで、図４２に示す工程では、メタルポスト６１の形成領域に対応する部分の第３の
金属層６４上に、パターニングされたレジスト膜６６を形成する。次いで、図４３に示す
工程では、レジスト膜６６をマスクとして、第３の金属層６４をエッチングすることによ
り、レジスト膜６６の下方にメタルポスト６１を形成する（メタルポスト形成工程）。
【０１３０】
　このとき、第２の金属層４５が第３の金属層６４をエッチングする際のエッチングスト
ッパーとして機能するため、第３の金属層６４のエッチング時に第２の金属層４５がエッ
チングされることを防止できる。第３の金属層６４のエッチングには、例えば、異方性エ
ッチング（例えば、ドライエッチング）を用いることができる。
【０１３１】
　次いで、図４４に示す工程では、レジスト膜６６をマスクとして、第２の金属層４５を
エッチングすることにより、接続パッド４１を形成する（接続パッド形成工程）。
【０１３２】
　このとき、第１の金属層４４が第２の金属層４５をエッチングする際のエッチングスト
ッパーとして機能するため、第２の金属層４５のエッチング時に第１の金属層４４がエッ
チングされることを防止できる。第２の金属層４５のエッチングには、例えば、異方性エ
ッチング（例えば、ドライエッチング）を用いることができる。
【０１３３】
　次いで、図４５に示す工程では、図４４に示すレジスト膜６６を除去する。次いで、図
４６に示す工程では、図４５に示す構造体上に、パターニングされたレジスト膜６８を形
成する。レジスト膜６８は、配線パターン１４，１５の形成領域に対応する部分の図４５
に示す構造体上を覆うように形成する。レジスト膜６８は、第１の金属層４４をエッチン
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グして配線パターン１４，１５を形成するためのエッチング用マスクである。
【０１３４】
　次いで、図４７に示す工程では、レジスト膜６８をマスクとして、第１の金属層４４を
エッチングして配線パターン１４，１５を形成する（配線パターン形成工程）。第１の金
属層４４のエッチングには、例えば、異方性エッチング（例えば、ドライエッチング）を
用いることができる。次いで、図４８に示す工程では、図４７に示すレジスト膜６８を除
去する。
【０１３５】
　次いで、図４９に示す工程では、図４８に示す構造体の上面側（具体的には、配線パタ
ーン１４，１５、接続パッド４１、メタルポスト６１、及び樹脂層１３の上面１３Ａ）を
覆うように封止樹脂６２を形成する。このとき、封止樹脂６２は、メタルポスト６１の上
面６１Ａを覆うように形成する。封止樹脂６２は、例えば、トランスファーモールド法や
コンプレッションモールド法等の方法により形成する。封止樹脂６２としては、例えば、
エポキシ樹脂を用いることができる。
【０１３６】
　次いで、図５０に示す工程では、メタルポスト６１の上面６１Ａと封止樹脂６２の上面
６２Ａとが略面一となるように、余分な封止樹脂６２（メタルポスト６１の上面６１Ａを
通過する平面よりも上方に位置する部分の封止樹脂６２）を除去する。具体的には、例え
ば、プラズマアッシングにより、余分な封止樹脂６２を除去する。その後、第１の実施の
形態で説明した図２１～図２３に示す工程と同様な処理を行うことで、半導体基板３１に
製造された複数の半導体装置６０が個片化される。
【０１３７】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、第３の金属層６４を押圧して、第１の
金属層４４の下面４４Ａと複数の内部接続端子１２の上端１２Ａとを接触させた後、内部
接続端子１２と接触している部分の第１の金属層４４（配線パターン１４に対応する部分
の第１の金属層４４）と、第１の金属層４４と接触している部分の内部接続端子１２の上
端１２Ａとを接合させることにより、樹脂層１３が変形した場合（例えば、水分や熱の影
響により樹脂層１３が膨張した場合）でも、内部接続端子１２と第１の金属層４４（配線
パターン１４に対応する部分の第１の金属層４４）との接合部分が離間することがなくな
るため、内部接続端子１２と配線パターン１４と間の電気的な接続信頼性を十分に確保す
ることができる。
【０１３８】
　また、内部接続端子１２を構成する金属材料としてＡｕを用いると共に、第１の金属層
４４の材料としてＣｕを用いることにより、配線パターン１４に対応する部分の第１の金
属層４４と内部接続端子１２との間に、結合力の強い合金層２５（この場合、Ｃｕ－Ａｕ
合金層）を形成することが可能となるため、内部接続端子１２と配線パターン１４と間の
電気的な接続信頼性をさらに向上させることができる。
【０１３９】
　また、外部接続端子１７と接続パッド４１との間にメタルポスト６１を形成することに
より、外部接続端子１７が受けるストレス（応力）を緩和することができる。
【０１４０】
　なお、本実施の形態の半導体装置６０の製造方法では、接触工程後に接合工程を行う場
合を例に挙げて説明したが、接合工程は、メタルポスト形成工程後（但し、レジスト膜６
６を除去した後）に行ってもよいし、接続パッド形成工程後（但し、レジスト膜６６を除
去した後）に行ってもよいし、配線パターン形成工程後（但し、レジスト膜６８を除去し
た後）に行ってもよい。これらの場合、本実施の形態の半導体装置６０の製造方法と同様
な効果を得ることができる。
【０１４１】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
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おいて、種々の変形・変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１４２】
　本発明は、半導体チップが配線パターンにフリップチップ接続されると共に、平面視し
た状態で半導体チップと略同じ大きさとされた半導体装置の製造方法に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１４３】
【図１】従来の半導体装置の断面図である。
【図２】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その１）である。
【図３】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その２）である。
【図４】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その３）である。
【図５】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その４）である。
【図６】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その５）である。
【図７】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その６）である。
【図８】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その７）である。
【図９】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その８）である。
【図１０】従来の半導体装置の製造方法の問題点を説明するため断面図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１）で
ある。
【図１３】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その２）で
ある。
【図１４】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その３）で
ある。
【図１５】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その４）で
ある。
【図１６】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その５）で
ある。
【図１７】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その６）で
ある。
【図１８】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その７）で
ある。
【図１９】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その８）で
ある。
【図２０】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その９）で
ある。
【図２１】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１０）
である。
【図２２】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１１）
である。
【図２３】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１２）
である。
【図２４】複数の半導体装置が形成される半導体基板の平面図である。
【図２５】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程の変形例を示す図（そ
の１）である。
【図２６】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程の変形例を示す図（そ
の２）である。
【図２７】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。
【図２８】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１）で
ある。
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【図２９】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その２）で
ある。
【図３０】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その３）で
ある。
【図３１】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その４）で
ある。
【図３２】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その５）で
ある。
【図３３】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その６）で
ある。
【図３４】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その７）で
ある。
【図３５】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程の変形例を示す図（そ
の１）である。
【図３６】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程の変形例を示す図（そ
の２）である。
【図３７】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程の変形例を示す図（そ
の３）である。
【図３８】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。
【図３９】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１）で
ある。
【図４０】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その２）で
ある。
【図４１】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その３）で
ある。
【図４２】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その４）で
ある。
【図４３】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その５）で
ある。
【図４４】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その６）で
ある。
【図４５】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その７）で
ある。
【図４６】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その８）で
ある。
【図４７】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その９）で
ある。
【図４８】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１０）
である。
【図４９】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１１）
である。
【図５０】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１２）
である。
【符号の説明】
【０１４４】
　１０，４０，６０　半導体装置
　１１　半導体チップ
　１２　内部接続端子
　１２Ａ　上端
　１２Ｂ，１３Ａ，３３Ａ，６１Ａ，６２Ａ　上面
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　１３　樹脂層
　１４，１５　配線パターン
　１４Ａ，１５Ａ　外部接続端子配設領域
　１６　ソルダーレジスト層
　１６Ａ，１６Ｂ　開口部
　１７　外部接続端子
　２１，３１　半導体基板
　２１Ａ，３１Ａ　表面
　２２　半導体集積回路
　２２Ａ　面
　２３　電極パッド
　２４　保護膜
　２５　合金層
　３１Ｂ　裏面
　３３　金属層
　３３Ｂ，４４Ａ　下面
　４１　接続パッド
　４４　第１の金属層
　４５　第２の金属層
　４７，６６，６８　レジスト膜
　５１　保護層
　６１　メタルポスト
　６２　封止樹脂
　６４　第３の金属層
　Ａ　半導体装置形成領域
　Ｂ　スクライブ領域
　Ｃ　切断位置
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